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国
民
年
金
保
険
料
に
は

　
　
　
　
　

免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
に
、
本
人
の
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
「
全
額
免
除
」
「
一
部
免
除
」
ま
た
は
「
猶
予
」
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
や
猶
予
を
受
け
ず
に
保
険
料
を
納
め
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
将
来
、
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
減
額
さ
れ
た
り
、
万
一
の
時
の
障
害
・
遺
族
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
お
早
め
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

■
全
額
・
一
部
免
除
制
度

　

こ
の
制
度
に
は
、
▽
全
額
免
除
▽
４
分
の

３
免
除
▽
半
額
免
除
▽
４
分
の
１
免
除
の
４

つ
が
あ
り
ま
す
。
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主

の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、
承

認
さ
れ
る
と
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
失
業
（
退
職
）
や
天
災
で
被
災
し

た
場
合
に
は
、
所
得
額
に
か
か
わ
ら
ず
該
当

す
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
一
部
免
除
に
つ
い
て
は
、
納
付
す

べ
き
保
険
料
を
２
年
以
内
に
納
め
な
い
と
未

納
期
間
と
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

■
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
を
除
く
30
歳
未
満
の
か
た
で
、
本

人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
承
認
さ
れ
る
と
、
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。

■
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
で
あ
っ
て
も
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民

年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
、
承
認
さ
れ
る
と
、
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

■
法
定
免
除

　

障
害
年
金
（
障
害
等
級
が
１
級
ま
た
は
２

級
）
を
受
け
て
い
る
か
た
や
、
生
活
保
護
法

に
よ
る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
か
た
は
届

け
出
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
ま

す
。●申請の手続き

　25年度分の免除・猶予の申請受け付けは、７月１日㈪
から行います。申請区分・申請期限は下記のとおりです。
　お早めに申請してください。

申　請　区　分 申請期限
平成24年度（24年７月～25年６月分） 25年７月末日
平成25年度（25年７月～26年６月分） 26年７月末日
平成25年度学生納付特例

（25年４月～26年３月分） 26年４月末日

後期高齢者医療制度加入の皆さまへ
■平成25年８月１日は保険証の更新日です
　新しい保険証は７月下旬に郵送します。有効期限は平成27年
７月31日までとなります。（ただし、保険料の滞納などにより
納付相談の必要なかたについては有効期限が異なります。）
　現在お使いの保険証は、平成25年８月1日以降に国民健康保
険課窓口に返還していただくか、裁断の上確実に破棄してくだ
さい。なお、郵送による返還もできます。
　▶保険証が届きましたら、記載内容をよく確認し、誤りがあ
　　りましたらお手数でも国民健康保険課窓口にお申し出くだ
　　さい。
　▶平成24年中の所得状況などにより、８月１日から医療機関
　　などの窓口での自己負担割合が変わる場合があります。

■平成25年度の保険料が決まりました
　保険料額決定通知書（保険料納入通知書）を郵送します。口    
　座振替の申し込みをされていないかたは、忘れずに納期限ま
　でに納付してください。

　▶お支払いは便利で確実な口座振替を！
　　納入通知書の最終ページに口座振替依頼書がありますので
　　ご記入の上、金融機関へご提出ください。国民健康保険税
　　で口座振替をしていた場合でも、新たに手続きが必要です。

問
市
民
課
国
民
年
金
係
☎
51
６
７
５
３

介護保険料の決定通知書を郵送します介護保険料の決定通知書を郵送します
　平成25年度介護保険料の決定通知書を７月１日に郵送し
ます。これは平成24年中の本人の所得や年金収入、世帯員
の市民税課税状況を基に決定したものです。

■保険料の納め方

■平

　青森県後期高齢者医療広域連合☎017-721-3821

１．ハガキが届いたかた
（介護保険料額決定および特
別徴収開始通知書）
老齢（退職）・遺族・障害年
金が18万円以上のかたは、年
金から保険料が自動的に天引
き（引き去り）される「特別
徴収」になります。届いたハ
ガキは表と裏を開いてご覧く
ださい。

２．封筒が届いたかた
（介護保険料納入通知書）

年金が年額18万円未満の
かたや年度の途中で65歳
になったかたなどは、納入
通知書で納める「普通徴
収」になります。納め忘れ
のない口座振替をご利用く
ださい。

３．ハガキと封筒の両方が届いたかた
年度の途中に普通徴収から特別徴収に切り替わるかたは、
上記のハガキと封筒（納入通知書）の両方が届きます。

■介護保険料を滞納していると・・・
　介護サービスを利用する際に、利用料をいったん全額自
己負担しなければならなかったり、サービス費用の自己負
担割合が１割から３割に引き上げられる期間が生じたりし
ます。皆さんの納める保険料は介護保険制度を支える大切
な財源となりますので、納期限内に忘れずに納めましょう。

問高齢介護課介護保険係☎516721

特別徴収 普通徴収

▶申請に必要な物はお問い合わせください

問国民健康保険課長寿医療係☎516752 または

特
定
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

健
康
と
い
う
財
産
を
守
る
健
診

　

ず
っ
と
健
康
で
暮
ら
し
た
い
。
誰
も

保
障
し
て
く
れ
な
い
健
康
を
守
る
た
め

に
は
、
病
気
に
な
る
前
に
自
分
で
防
ぐ

こ
と
が
必
要
で
す
。
平
成
20
年
か
ら
日

本
人
の
多
く
の
病
気
の
原
因
と
さ
れ
る

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目

し
た
「
特
定
健
診
」
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
十
和
田
市
で
も
国
民
健
康
保
険
と

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
40

歳
以
上
の
か
た
は
、
毎
年
こ
の
健
診
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

十
和
田
市
国
保
の
か
た
で
実
際
に
特
定

健
診
を
受
け
て
い
る
の
は
わ
ず
か
約

30
％
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

ま
す
。
早
期
に
改
善
に
取
り
組
む
こ
と

で
、
そ
の
先
の
健
康
を
守
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
、
医
療
費
の
削
減
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。

▼
動
機
付
け
支
援
・
・
・
保
健
師
な
ど

　

が
面
接
し
て
生
活
習
慣
改
善
の
ア
ド

　

バ
イ
ス
を
し
ま
す
。

▼
積
極
的
支
援
・
・
・
面
接
に
よ
る
生

　

活
習
慣
改
善
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
ほ
か
、

　

約
６
カ
月
に
わ
た
り
面
接
や
電
話
な

　

ど
で
改
善
実
践
の
応
援
を
し
ま
す
。

　

自
覚
症
状
が
出
る
頃
に
は
既
に
悪
化

し
て
い
る
生
活
習
慣
病
。
自
分
の
体
を

知
り
、
対
策
し
な
け
れ
ば
健
康
を
守
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
あ
な
た
を
大
切

に
思
う
人
の
た
め
に
も
、
も
ち
ろ
ん
ご

自
身
の
た
め
に
も
、
ま
ず
は
年
一
回

「
特
定
健
診
」
を
受
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

受
診
の
申
し
込
み
は

　
　
　
　

健
康
増
進
課
☎
51
６
７
９
０

制
度
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は

　

国
民
健
康
保
険
課

　

▼
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は

　
　
　
　

国
保
給
付
係
☎
51
６
７
５
０

　

▼
後
期
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
は　

　
　
　
　

長
寿
医
療
係
☎
51
６
７
５
２

※
第
二
期
十
和
田
市
国
民
健
康
保
険
特       

　

定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
を
策
定
し

　

ま
し
た
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

　

く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課
国
保
給
付
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
51
６
７
５
０

特定健診

動機付け支援 積極的支援

初回面接指導でアドバイス

６カ月後に健康状態確認

電話などで生
活改善を応援

特定保健指導

来年も特定健診を受けましょう

特
定
健
診
に
は
、
健
康
を
守
る
応

援
が
つ
い
て
い
ま
す　

　

特
定
健
診
で
は
、
生
活
習
慣
病
に
な

る
危
険
性
が
分
か
り
ま
す
。
健
診
の
結

果
、
も
し
も
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が

あ
る
と
判
定
さ
れ
た
場
合
は
、
生
活
習

慣
を
見
直
す
サ
ポ
ー
ト
で
あ
る
「
特
定

保
健
指
導
」
を
行
い
ま
す
。
こ
の
特
定

保
健
指
導
に
は
、
健
診
結
果
に
あ
わ
せ

て
「
動
機
付
け
支
援
」
と
「
積
極
的
支

援
」
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
支
援
を
受
け
て
毎
年
約
３
割
の

か
た
が
「
脱
メ
タ
ボ
」
を
果
た
し
て
い

十和田市の健診の内容

対象者と費用

40歳以上の十和田市
国民健康保険加入者 1,000円

後期高齢者医療制度加
入者と生活保護のかた 無料

検査項目

・問診（服薬歴、喫煙歴など）
・身体測定（75歳以上のかたは腹囲
　を除く）
・血圧測定　・医師診察
・尿検査（尿糖、尿たんぱく）
・血液検査（血糖、肝機能、脂質）
・眼底検査・貧血検査
・心電図検査　

※他の健康保険にご加入のかたは、それぞ
　れのご加入先にお問い合わせください。

年度 ％
22 31.3
23 31.3
24 31.0

十和田市国保におけ
る特定健診受診率

平成23年度特定保健指導利用者の声
　　　　　　　　　～アンケートから～

　今までは、健康に無関心だったが、この保健指導
がいいきっかけになった。何より体が軽くなって動
きやすくなった。すぐに息が上がらなくなり、趣味
の山登りを楽しんでいる。
　　　　　　　　　「ごはん大盛りを普通盛りに」
　　　　　　　　　「残り物は食べない」などの
　　　　　　　　　目標は今も続いている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　66歳男性

特定健診から特定保健指導の流れ

市役所からのお知らせ 市役所からのお知らせ


